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  「社会保険法」の実施に伴い、上海市政府は、「外来就業者が上海市都市基本養老保険に加入することに関

する問題の通知」（滬府発［2011］26 号）など一連の通知を公布し、2011 年 7 月 1 日より上海の外来就業者及び

郊外企業の就業者の社会保険に対し、従来の「総合保険」、「小都市社会保険」を廃止し、統一的に上海市の

「都市社会保険」に加入させることとしました。今後の具体的な外来就業者及び郊外就業者の社会保険納付に

ついては以下通りのです。 

・ 外来就業者－上海市戸籍を持たないもの 

・ 郊外就業者－上海市戸籍を持つ上海の郊外企業に就業しているもの 

 

 現行の上海市「都市社会保険」（今後は下記に一本化） 

従来上海の外来就業者は「総合保険」、郊外企業の就業者は「小都市社会保険」に加入しておりますが、社会

保険制度を完備させるために、今後統一的に上海市「都市社会保険」に加入させられることになります。 

 

【表 1】現行の上海市「都市社会保険」の納付基数及び納付率 

納付基数 個人の月給額  （前年度上海平均賃金の 60％と 300％を下限、上限額とする） 

 養老保険 医療保険 労災保険 失業保険 出産保険 

企業負担 22％ 12％ 0.5％ 1.7％ 0.8％ 納付率 

個人負担 8％ 2％ 0％ 1％ 0％ 

  失業保険、出産保険の企業負担比率は 7 月 1 日より変更されました。 

 

 郊外就業者について（「小都市社会保険」→「都市社会保険」） 

企業の負担の大幅増を勘案し、「小都市社会保険」に加入していた郊外就業者の場合、3 年間にわけて段階

的に「都市社会保険」へ移行されます。具体的な移行期間の納付基数及び養老保険、医療保険の納付率は

【表 2】の通りで、その他保険の納付率は【表 1】通りです。 

 

【表 2】郊外就業者の「都市社会保険」への移行について 

 2011 年度 2012 年度 2013 年度 

納付基数 前年度上海市平均賃金の 60％ 

 養老保険 医療保険 養老保険 医療保険 養老保険 医療保険 

企業負担 17％ 7％ 19％ 9％ 22％ 12％ 

納

付

率 個人負担 5％ １％ 8％ 2％ 8％ 2％ 

 

 従来（小都市社会保険）との違い(2011 年度の場合) 

 都市社会保険 小都市社会保険 

納付基数 上海市平均賃金×60％＝2,338 元 上海市平均賃金×60％＝2,338 元 

納付率 企業：27％ 個人：7％ 企業：25％※ 個人：0％ 

納付額 企業：631 元 個人：164 元 企業：585 元 個人：0 元 

負担増額 企業：46 元 個人：164 元 ― 

※内訳：養老保険 17％ 医療保険 5％ 労災保険 0.5％ 失業保険 2％ 出産保険 0.5％ 


